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2014 年度マレーシア予算案
KPMGマレーシア	 クアラルンプール事務所
シニアマネジャー		 渡邉　和哉
マネジャー	 	 松元　勝彦

マレーシアのナジブ首相は、2013 年 10月 25日にマレーシア経済の現状と展
望や税制改正案を含む 2014 年度予算案を議会に提出しました。当該予算案に
おいて、マレーシアのGDP成長率が2013年は4.5%－5%、2014年は5%－5.5%
となる見込みであること、2014年度の1人当たりGDPは約1万2千USドルと
予想され、2020 年度の1万5千USドルという目標は、十分に達成可能である
旨などが述べられており、マレーシアは今後も堅実な経済成長が見込まれます。
また、今回の予算案では、マレーシアの税制についても、消費税に類似する物品・
サービス税（Goods	and	Services	Tax、以下「GST」という）をメインとした
いくつかの税制改正が提案されています。そこで本稿では、2014年度予算案で
提案されたGSTを中心にマレーシアの重要な税制改正について解説します。
なお、文中の意見は、筆者の私見であることをお断りします。

	

【ポイント】
◦		2014 年度マレーシア予算案において、GSTの導入が提案された。適用時
期は、2015 年 4月 1日、標準税率は 6％の予定である。

◦		GST は、消費一般に広く公平に課税する間接税であり、日本の消費税に類
似した制度である。

◦		現行の売上税、サービス税は廃止され、GSTに置き換わる。
◦		課税業者が発行する Tax	Invoice に記載された税額のみを仕入控除するこ
とができるインボイス方式が採用される予定である。	

◦		GST の導入に伴い、法人所得税率を現行の 25％から 1%引き下げ 24%へ、
個人所得税率を各所得帯で 1%－ 3%引き下げ、最高税率を 25%（現行
26％）とする提案がなされた。

◦		GST の実務上の取扱いは、今後公表が予定されている詳細なガイドライン
の動向に留意する必要がある。

Ⅰ はじめに

マレーシアは、マレー半島（西マレーシア）とボルネオ島（東
マレーシア）から成り、国土面積は約33万㎢（日本の面積の
約90％）、国土の4分の3が森林と湿地帯です。また人口は約
2,995万人（日本の23.5%）、6割強がマレー系、２割強が中国
系、1割弱がインド系、その他で構成されています。言語は、
マレー語が公用語となっていますが、英語、中国語、タミル
語が日常で使われています。英語は、ビジネスではもちろん、

	 	 渡
わ た な べ

邉　和
かず

哉
や

KPMG マレーシア
クアラルンプール事務所

シニアマネジャー

	 	 松
ま つ も と

元　勝
かつ ひ こ

彦
KPMG マレーシア

クアラルンプール事務所
マネジャー

ジョホール バル クチン

ペナン イボー

マラッカ

ラプアン島
コタキナバル

タワウ

サンダカン

東マレーシア東マレーシア

タイタイ

インドネシアインドネシア

フィリピン

西マレーシア

シンガポール

ベトナム

カンボジア

インドネシアインドネシア

フィリピン

マレーシアマレーシア

シンガポール

ベトナム

カンボジア

クアラルンプール

東マレーシア

ブルネイブルネイ西マレーシア



2

© 2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 4 / Jan. 2014

海外トピック② − マレーシア

日常生活を送るうえではほとんどの場面で通じるので言語で
不便を感じることはありません。

マレーシアは、1957年に英国の植民地からマラヤ連邦とし
て独立し、その後1965年にシンガポールがマレーシアから分
離独立し、現在に至ります。独立後50年強にわたって与党連合 
である国民戦線が一貫して政権を担っており、2013年5月の
総選挙においても野党連合の勢力伸長の気運はあったものの、
与党連合がほぼ現有議席を確保する形で勝利を収めました。

マレーシアは、1980年代にマハティール首相のもと、日本
を始めとした極東アジアの高度経済発展を見習う「東方政策

（ルックイースト・ポリシー）」によって近代化に成功し、そ
の後日系企業や世界からの外資系企業の進出が進んでいます。
首都クアラルンプールでは、高層ビルや高級ショッピングモー
ルが林立し、また、高速道路網の発展や鉄道および港湾の整
備で物流インフラも十分に整備されています。近年では、不
動産価格の高騰が社会問題となりつつあります。

マレーシアと日本は、直接投資や貿易、技術協力などを通
じて緊密な二国関係を築いており、2012年には「東方政策30
周年記念会議」も開催されました。現在、約1,400社の日系企
業がマレーシアに進出しており（製造業約750社、非製造業
約650社）、製造業の約4割を電気・電子産業が占めています。
また、海外からマレーシアへの直接投資額（製造業・認可ベー
ス）は2012年で208億リンギット、その中に占める日本の割合
は13.4%（28億リンギットで1位）となっており、投資に占め
る日系企業の存在感は依然として大きいものがあります。

近年、マレーシアでは、定年法の施行に伴い、民間企業に
おける定年が従来の55歳から60歳に引き上げられました。ま
た、最低賃金令も施行され、最低賃金が引き上げられる（西マ
レーシア（半島部）で月給900リンギット、東マレーシア等で
月給800リンギット）など、労働コストの上昇が重要な経営上
の問題点となっています。

マレーシアは、政治の安定、インフラの充実および語学力
等、投資先として魅力的な国ではありますが、従来主力であっ
た労働集約型の製造業の新規進出はペースダウンしています。
一方で、内需が堅調に伸びていることから、国内の消費力に

注目するサービス産業の進出は増加傾向にあります。

Ⅱ GST

1.	GSTの概念

2014年度マレーシア予算案において、2015年4月1日より
GSTを導入することが提案されました。

GSTとは、物品およびサービスの提供に係る付加価値に対
して取引の各段階ごとに広く公平に課税する間接税をいい、
日本の消費税に類似する仕組みとなっています。マレーシア
政府は、GST導入の趣旨を財政赤字の削減と課税ベースの拡
大としており、現行の売上税・サービス税に換わる課税シス
テムであると説明しています。売上税・サービス税が特定の
課税業者から税金を徴収する一段階の課税システムであるの
に対して、GSTは、課税業者がサプライチェーンにおける各
段階で行う課税取引（物品の販売・サービスの提供）に対して、
広く税金を徴収するシステムになっています。

以下では、現在公表されているGSTに係る一般的なガイド
ラインの概略を説明します。

2.	課税の範囲

（1） GST課税の範囲
GST課税の範囲は、下記のとおりです。

①  「課税業者」が、「マレーシア国内で」、「事業目的で行う」、「課
税取引」となる物品の販売またはサービスの提供

②  「マレーシア国内への」物品またはサービスの「輸入取引」 
（※物品・サービスの輸入取引については後述）

GST課税の範囲は「マレーシア国内」に限定されますが、こ
れはマレーシア国内間の物品・サービス取引のみならず、マ

図表1　課税の範囲

標準税率（6%）適用 ゼロ税率適用 購入に関係して支払った仕入に係るGSTについて控除ができない

購入に関係して支払った仕入に係る
GSTについて控除ができる

課税取引 非課税取引（GSTが免税）
支払者の
コストになる

GSTの対象となる物品・サービスの提供 GSTの対象外取引
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レーシアからの物品の輸出取引も含まれます。また、マレー
シアの法人だけでなく、マレーシアにある支店や恒久的施設

（PE）がマレーシア国内で行う物品・サービスの提供について
もGST課税の範囲に含まれることに留意が必要となります。

（2）  課税取引と非課税取引
GSTは、課税取引と非課税取引に分類されます。課税取引

には、標準税率（6%）が適用される取引とゼロ税率が適用さ
れる取引が含まれます。ゼロ税率の課税取引と非課税取引は、
売上に係るGSTの徴収を行わない点では同じですが、仕入に
係るGSTの仕入控除の可否において異なるため、その区別が
重要となります（図表1参照）。また、日本の消費税において
非課税取引とされている事業用土地の譲渡・賃貸について、
GSTにおいては非課税取引の対象ではないため留意が必要と
なります（図表2参照）。

3.	課税業者

課税業者とは、マレーシアで課税対象取引を行い、かつ年
間の課税対象売上高が50万リンギット以上の者と定義されて
おり、該当する事業者はGSTの登録を行う必要があります。
課税業者は、当該GSTの登録を行わない限り、後述するTax 
Invoiceを発行することができず、また、GSTの仕入控除も受
けられません。よって、年間の課税対象売上高が50万リンギッ
ト未満であっても、自主的にGST登録が可能とされています。

GST登録の課税業者には、課税期間における課税取引にか
かるGST（売上GSTおよび仕入GST）の集計、課税取引にかか
るTax Invoiceの発行、期限内の申告・納税、７年間の資料の
保管等の義務が課せられます。

よって、GST登録の課税業者は、課税取引が行われた時点
（課税点）、課税取引の金額（課税標準）、Tax Invoiceの要件、
集計すべきGSTの期間（課税期間）ならびに申告・納税期限に
ついて理解しておく必要があります。

4.	課税点

課税点とは、物品・サービスの供給が行われた時点（課税
取引がなされた時点）を意味し、課税業者がいつまでにTax 
Invoiceを発行すべきか、また、いつまでにGSTの申告・納税
をすべきかを把握する意味で、その理解が重要となります。

原則として、物品における課税点は、物品の出荷時点とな
り、サービスにおける課税点は、サービスの提供時点となりま
す。ただし、物品およびサービスの提供において、原則的な
課税点より前に、Tax Invoiceの発行、対価の受領がなされた
場合には、Tax Invoiceの発行日または対価を受領した時点が
課税点となります。

さらに、実務上の配慮から、原則的な課税点（物品の出荷、
サービスの提供）から21日以内にTax Invoiceが発行されてい
る場合には、当該Tax Invoiceの発行日が課税点とみなされま
す。ただし、21日以内にTax Invoiceが発行されない場合、課

図表3　課税点

申告期限は
3月31日

申告期限は
2月28 日

3月2月1月

28 9 18

物品の
出荷

Tax 
Invoice の
発行 Cut off

28 18 21

物品の
出荷

Tax 
Invoice の
発行Cut off

2月1月

ケース①：21日以内の Tax Invoice の発行

ケース②：21日以降の Tax Invoice の発行

図表2　ゼロ税率（課税取引）と非課税取引の範囲 

ゼロ税率適用の例

① 農産物 – 米、野菜

② 食料品 – 砂糖、食卓塩、小麦粉、調理用油

③ 家畜 – 牛、ヤギ、豚などの家畜・食肉

④ 家禽 – 鶏、あひるなどの未加工の食肉

⑤ 卵（生卵および塩で味付けされたもの）、魚

⑥ 国内の電気料金（200ユニットまで）

⑦ 国内の水道料金

⑧ 物品またはサービスの輸出

⑨ 国際的なサービス

非課税取引の例

① 金融サービス（生命保険を含む）

② 居住用建物・土地の売却および賃貸

③ 高速道路の利用料金

④ 民間の医療および教育サービス

⑤ 国内公共交通機関
 （鉄道、モノレール、船舶、バス、タクシーなど）

⑥ 農業目的の土地、一般利用目的の土地
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税点は原則的な課税点に立ち返ってしまうため、21日以内に
Tax Invoiceを発行する業務フローの整備やシステム構築を検
討する必要があると考えられます（図表3参照）。

5.	課税標準

GSTは、課税標準に税率を乗じた金額となりますが（GST
＝課税標準×税率）、課税標準は、対価が現金の場合には、実
際の支払額となり、対価が現金以外の場合には、時価（Open 
Market Value）となります。

よって、標準税率6%における課税標準およびGSTの金額は、
対価の額に100/106および6/106 をそれぞれ乗じて計算され
ることになります。

また、対価が無償の場合についても時価（Open Market 
Value）が課税標準となります。この点、日本の消費税でも
法人がその役員に対してなされた資産の贈与または著しく低
い対価による譲渡は、時価が課税標準となる点で類似してい 
ます。

6.	Tax	Invoiceと仕入控除

課税期間におけるGSTの集計はTax Invoiceに基づいて行わ
れます。この点、会計帳簿に基づいて集計する日本の消費税
とは大きく異なります。課税業者は、課税取引（物品の販売ま
たはサービスの提供）が行われてから21日以内にTax Invoice
を発行する必要があり、有効なTax InvoiceがなければGSTの
仕入控除を行うことはできません（インボイス方式）。よって、
有効なTax Invoiceの記載要件について理解することが重要と
なります。下記、すべての事項につき記載が必要です。

 i.  Tax Invoice という文言
 ii.  シリアルナンバー
 iii.  Tax Invoice の発行日

 iv.  サプライヤーの名前、住所、GST ナンバー
 v.  カスタマーの名前、住所
 vi.  提供した物品、サービスの詳細（数量、サービスの内容、金額等）

および課税（標準税率、ゼロ税率）/ 非課税区分
 vii.  値引き額（該当がある場合）
 viii.  GST 課税前の請求合計額、税率、税額（それぞれ区分して表記）
 ix.  GST 課税後の請求合計額

また、上記の記載項目をすべて記載することが困難な課税
業者（小売業者等）については、関税局長の許可を得ることに
よって、簡易Tax Invoiceの発行も認められます。ただし、カ
スタマーの名前、住所が記載されていない場合には、500リン
ギットの請求額を超える仕入控除が認められないとされてい
ます。

課税取引（標準税率およびゼロ税率適用の取引）から生じた
仕入GSTは、当該取引が行われた課税期間の申告書において
売上GSTと相殺することで仕入控除を行うことになります。仕
入控除は、取引から6年間は繰り延べることも可能です。また、 
売上GSTから控除しきれなかった仕入GSTについては、電子
申告の場合は申告後14営業日以内、マニュアル申告の場合は、
申告後28営業日以内に還付がなされることになっています。

ただし、関税局長に還付金の支払を留保する権限が与えら
れているとともに、還付請求に係る税務調査が同時に行われ
る可能性もありますので、還付に係る今後の実務に留意する
必要があります。

7.	申告・納税

申告・納税の対象期間となる課税期間は、年間売上高によっ
て決定されます。ガイドラインによれば、年間売上高が500万
リンギット以上の場合の課税期間は月次、500万リンギット未
満の場合の課税期間は3ヵ月ごととされています。課税業者は、
当該課税期間の翌月末までにGSTの申告・納税を行う必要が
あります。

たとえば、年間売上高が500万リンギット以上の課税業者は、

図表4　物品およびサービスの輸入

マレーシア国内取引 物品の輸入 サービスの輸入

課税点 原則：
物品の出荷時および 
サービスの提供時
例外：
Tax Invoice の発行時または 
代金の受領時、または
Tax Invoice の 21日ルール

輸入通関時 サービスに係る対価の送金時

課税標準 対価の額× 100/106 関税評価額＋関税＋物品税 サービスの対価（送金額）

Tax Invoice Tax Invoice が必要
仕入控除は Tax Invoice が証憑

Tax Invoice は不要
仕入控除は輸入時の通関書類を代用

Tax Invoice は不要
仕入控除はサービス提供証憑を代用

申告・納税主体 課税業者 輸入者 サービスの受領者
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1 ヵ月間の課税期間内に行われた課税取引にかかるGSTをTax 
Invoiceに基づいて集計し、当該GSTの申告・納税を翌月末ま
でに行うこととなります。

8.	物品およびサービスの輸入

マレーシア国内取引に係る課税取引が行われた時点（課税
点）、課税取引の金額（課税標準とGSTの金額）、Tax Invoice
の要件、申告・納税について説明してきましたが、物品および
サービスの輸入については取扱いがマレーシア国内取引と多
少異なる点があります（図表4参照）。

サービスの輸入とは、マレーシア国外（のサービス提供者）
からマレーシア国内（のサービス受領者）へのサービスの提供
であり、マレーシア国内で消費されるものを言います。サービ
スの輸入については、リバースチャージ制が導入される予定
であり、サービスの提供を行った者に代わって、サービスの受
領者が、その取引にかかるGSTを申告・納税する義務を負う
ことになります。

9.	輸出志向企業への特例

マレーシアで事業展開している日系企業には、その製品の
大半を輸出している輸出志向の製造業が多数存在します。輸
出物品については、GSTが課税されない（ゼロ税率適用であ
る）ため、仕入GSTについては、最終的に還付される可能性
が高いですが、仕入に伴いGSTの支払いが先行するため、輸
出志向の製造業にとっては、一時的にキャッシュ・フローに大
きな負担が生じる可能性があります。当該負担を軽減するべ
く、輸入物品に限って輸入時のGSTの支払いを免除する措置

（Approved Trader Scheme、以下「ATS」という）が設けられ
る予定です。なお、ATSが認可される事業者として、以下の
企業が予定されています。

•	  自由工業地域（FIZ: Free Industrial Zones）で活動している企業
•	  保税工場（LMW：Licensed Manufacturing Warehouse）ライ

センスを有している企業
•	  国際調達センター（IPC: International Procurement Centres） / 

地域流通センター（RDC: Regional Distribution Centres）ステー
タスを有している企業

•	  年間売上が 25 百万リンギット以上かつ売上の 80％以上が輸
出取引である企業、等

10.	税務調査とペナルティ

近年、マレーシアでは内国歳入庁が税務調査に係るガイド
ラインを更新し、積極的に税務調査を行う傾向にあり、関税
局が実施するGST調査についても十分に留意しておく必要が
あると考えられます。GSTに係る税務調査の対象会社は、リ
スク評価や様々なソースからの情報をもとに選定され、対象
期間は原則3年から6年ですが、初期調査で不正や法令違反が
発見された場合は、6年を超えて税務調査の対象とすることが
可能となっています。

また、公表されたガイドラインでは、納税遅延に係るペナル
ティについても明記されています。GSTの申告・納税期限は、
課税期間の翌月末ですが、期限までに納税が完了していない
場合、未納期間に応じて段階的に遅延ペナルティが課せられ、
最大（181日以上）で25%のペナルティが課せられることにな
ります。

Ⅲ 法人・個人所得税率の改正

GSTの導入に合わせて、法人および個人に対する直接的な
税負担を軽減する目的で、法人所得税率および個人所得税率
の引下げが提案されています。

図表5  個人所得税の税率変更（居住者）  RM：リンギットマレーシア

課税所得（RM） 
現行 2014 予算案 

減税額（RM） 
税率（％） 税額累計（RM） 税率（％） 税額累計（RM） 

 1 ‐ 5,000 0 0 ※ 0 0 ※ — 

 5,001 ‐ 20,000 2 0 ※ 1 0 ※ — 

 20,001 ‐ 35,000 6 800 ※ 5 500 ※ 300 

 35,001 ‐ 50,000 11 2,850 10 2,400 450 

 50,001 ‐ 70,000 19 6,650 16 5,600 1,050 

 70,001 ‐ 100,000 24 13,850 21 11,900 1,950 

 100,001 ‐ 250,000 26 52,850 24 47,900 4,950 

 250,001 ‐ 400,000 26 91,850 24.5 84,650 7,200 

400,000 超 26 25 

※ RM35,000 以下の課税所得に係る RM400 の税額控除後の金額
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法人所得税率については、従来の25%から1%引き下げた
24%とする提案（賦課年度2016年から適用）がなされていま
す。また、個人所得税については、税務上の居住者の税率を
従来の税率から各所得帯において1%－3%引き下げ、最高税
率を現行の26%から25%にするとともに、最高税率が適用さ
れる課税所得金額を10万リンギットから40万リンギットに引
き上げる提案（賦課年度2015年から適用）がなされています

（図表５参照）。

Ⅳ おわりに

以上、2014年度マレーシア予算案についてGSTを中心とし
た税制改正部分について説明してきました。GSTについては、
一般的なガイドラインは公表されているものの、あくまでドラ
フト段階であり、また、詳細な取扱いに係るガイドラインにつ
いては、まだその一部しか公表されていないというのが現状
です。よって、実務的なGSTの取扱いについては今後の課題
であり、GST関連法案の成立に伴って公表されていくと思わ
れる詳細なガイドラインの動向に留意する必要があります。

本稿は、旬刊「経理情報」（2013. 12. 20/No. 1367、中
央経済社）に寄稿したものに一部加筆したものです。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMG マレーシア　
クアラルンプール事務所　
TEL: +60-3-7721-3388（代表番号）

シニアマネジャー 渡邉　和哉　
kazuyawatanabe1@kpmg.com.my

マネジャー 松元　勝彦
kmatsumoto2@kpmg.com.my
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